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いよいよ定年引上げ 
いよいよ次年度、令和６年度から導入されます。特に５０代の方には、今後の生活設計を含めて大

きな関心ごとですね。また、若い方におかれましても国の動向を注視することは、将来に向けて重要な

「メタ認知」にもなろうかと思われます。ご家族とも話題にもされたらいかがでしょうか。 

１ 具体的な動き 

（１）国は、人事院意見申出（平成30年８月）の内容を踏まえ、国家公務員法及び地方公務員法等の改正

法案を通常国会へ提出（令和２年３月）しました。 

（２）通常国会では法案成立せず、国家公務員法等改正案は廃案に、地方公務員法改正案は閉会中審査

（継続審査）となりました。検事長の定年延長で国会をにぎわしたことは記憶に新しいと思います。 

（３）その後、国は、国家公務員法等改正案のうち検察庁法に関する規定を見直した上で、秋の臨時国会

（ｒ２）へ再提出することを検討しているとの報道がなされました。 
 
（４ ）紆余曲折ありましたが、以下の「改正法」が参議院において成立しました。 
  

２ 概要 

 （１）定年の段階的引上げ 

国家公務員の定年が 60歳から 65歳まで、令和６年度から２年に１歳ずつ段階的に引き上げられるこ

とに伴い、地方公務員についても国と同様に定年を引上げとなる法案です。 

年度 現行 令和６～７年 令和 8～9年 令和 10～11年 令和 12～13年 令和 1４年～ 

定年 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

生年度 Ｓ37 まで Ｓ３８ Ｓ３９ Ｓ４０ Ｓ４１ Ｓ４２～ 

（２）給与に関する措置 

国家公務員の給与及び退職手当について以下の措置が講じられることを踏まえ、地方公務員について

も、均衡の原則に基づき、条例において必要な措置を講ずるよう要請することになります。 

・当分の間、60歳を超える職員の給料月額を、60歳前の７割水準に設定される計画です。 

・60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を

理由とする退職と同様に退職手当を算定する見込みです。 

ざっくり言えば、61歳からの給料は７割、引き上げに伴い退職金が減額することのないように算定す

るということです。 

 （３）定年前再任用短時間勤務制の導入 

〇60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採用す

ることができる制度を導入（任期は最長65歳まで）する計画です。 

○現行の再任用制度は廃止し、定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置と

して現行と同様の制度を存置する計画です。 

  現在、東京都で行われている「再任用制度」が65歳定年になるまで続くということです。 

（４）情報提供・意思確認制度の新設 

○任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する日の前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関

する情報を提供するものとし、60歳以後の勤務の意思を確認するよう努める 

（５）役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）の導入 

○組織の新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、役職定年制を導入 

 これによれば、都「管理職（校長、副校長）」の再任用は法令上なりますが、常態化している管理職

不足の状況に伴い、当座は、「暫定再任用制度」「特例再任用制度」の導入で今までどおりの「再任用制

度」を運用していく方向です。 
 

「あくまでも」国家公務員の法ですので、教育公務員については違う措置となるかもしれませ

ん。いずれにしても、これを機にみなさんも今後の動向を注視されるとよいかなと思います。 


